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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝導支持体（２）であって、
（イ）ベース絶縁シート（５）と、
（ロ）少なくとも１つの第１の切欠き（８）と第２の切欠き（１０）とを有する接触絶縁
シート（３）と、
（ハ）前記ベース絶縁シート（５）と前記接触絶縁シート（３）との間に埋設された、そ
れぞれ前記接触絶縁シート（３）の第１の切欠き（８）もしくは第２の切欠き（１０）と
第１のオーバラップ領域を形成する少なくとも１つの第１の導体路（４）と第２の導体路
（６）と、
（ニ）第１の導体路（４）を第２の導体路（６）から分離絶縁する絶縁領域（１２）と、
を有しており、該絶縁領域（１２）にて、接触絶縁シート（３）が前記絶縁領域（１２）
の外側よりも低く隆起しておりかつ接触絶縁領域（１２）が接触絶縁シート（３）の切欠
き（８，１０）の間をメアンダ形に延在していることを特徴とする、伝導支持体。
【請求項２】
（イ）少なくとも１つの第１の電気的な接点（３２）と第２の電気的な接点（３４）と、
（ロ）ベースプレート（１６）と、
（ハ）接触プレート（３０）とベースプレート（１６）との間に、第１の導体路（４）と
第２の導体路（６）とがオーバラップ領域にて第１の電気的な接点（３２）もしくは第２
の電気的な接点（３４）と電気的に連結されるように配置された、請求項１記載の伝導支
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持体（２）と、
（ニ）ベースプレート（１６）とベース絶縁シート（５）との間に、接触絶縁シート（３
）が押圧領域で接触プレート（３０）に押圧されるように配置されかつ構成された押圧体
（２０）と、
を有し、前記押圧体（２０）がそれぞれ接触絶縁シート（３）の第１の切欠き（８）と第
２の切欠き（１０）とを取囲み、絶縁領域（１２）との第２のオーバラップ領域を形成し
ていることを特徴とする装置。
【請求項３】
　ベースプレート（１６）が押圧体（２０）の領域に切欠き（１８）を有し、該切欠き（
１８）内に押圧体（２０）が配置されかつ該切欠き（１８）から押圧体（２０）が突出し
ている、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　押圧体（２０）が２つの円筒形の部分体を有し、該部分体の縁部が伝導支持体（２）を
押圧して押圧領域を規定する、請求項２又は３記載の装置。
【請求項５】
　押圧体（２０）が第１の第２の鉢形の部分体（２２，２４）を有し、該鉢形の部分体（
２２，２４）の側壁が前記円筒形の部分体を取囲んでいる、請求項４記載の装置。
【請求項６】
　押圧体（２０）が一体に構成されている、請求項２から５までのいずれか１項記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はベース絶縁シートと接触絶縁シールと少なくとも１つの第１と第２の導体路と
を有する伝導支持体に関する。第１と第２の導体路は両方の絶縁シートの間に埋設されて
いる。
【０００２】
　自動車においては通常、電子制御エレメントが脱集中化されて配置されている。例えば
自動車のオートマチックギヤにおいては、相応する制御電子装置と該制御電子装置に所属
するセンサ装置はオートマチックギヤのギヤケーシング内に組込まれている。「前置電子
装置」のための類似した傾向は自動車の他の分野、例えばエンジン制御装置とブレーキシ
ステムにおいても存在する。このためにはわずかな構成スペースに基づき、電子的な信号
と電流とを分配するための、特にフレキシブル性の良好な伝導支持体が適している。この
ような伝導支持体は通常、２つのポリイミドシートから成り、このポリイミドシートの間
に導電性の銅導体路が埋設されている。
【０００３】
　このような伝導支持体が例えばギヤケーシングに組込まれていると、伝導支持体の絶縁
されていない接触部位が周辺の媒体、例えばオイルにおける粒子に対し、シールされてい
る必要がある。伝導支持体の絶縁されていない接触部位の領域に前記粒子が侵入すること
は、短絡、ひいては伝導支持体を取囲む制御電子装置の故障及び／又は損傷をもたらす。
【０００４】
　本発明の課題は伝導支持体のほぼ粒子密な接触を簡単に可能にする伝導支持体及び該伝
導支持体を有する装置を提供することである。
【０００５】
　この課題は独立請求項の特徴によって解決された。本発明の有利な構成は従属請求項に
記載されている。
【０００６】
　本発明は第１の構想に関しては伝導支持体が特徴的である。この伝導支持体はベース絶
縁シートと接触絶縁シートと少なくとも１つの第１と第２の導体路と絶縁領域とを有して
いる。接触絶縁シートは少なくとも１つの第１及び第２の切欠きを有している。第１と第
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２の導体路は両方の絶縁シートの間に埋設されている。第１と第２の導体路は接触絶縁シ
ートの第１もしくは第２の切欠きと第１のオーバラップ領域を形成する。絶縁領域は第１
の導体路を第２の導体路から絶縁分離する。絶縁領域においては接触絶縁シートは絶縁領
域の外側よりも低く隆起している。絶縁領域は少なくとも接触絶縁シートの第１と第２の
切欠きの間にメアンダ形状に延在している。
【０００７】
　伝導支持体が接触絶縁シートの切欠きの領域にて周囲に対しシールされている場合には
、絶縁領域のメアンダ形状の経過は簡単に、シールされた領域への粒子の侵入の減少に寄
与する。
【０００８】
　本発明は本発明の第２の構想によれば、接触プレートとベースプレートと伝導支持体と
を有する装置によって利点をもたらす。接触プレートは少なくとも１つの第１と第２の電
気的な接点を有している。伝導支持体は接触プレートとベースプレートとの間に、第１と
第２の導体路が第１のオーバラップ領域にて第１もしくは第２の電気的な接点と電気的に
連結されるように配置されている。さらに当該装置はベースプレートとベース絶縁シート
との間に、接触絶縁シートが押圧領域にて接触プレートに押付けられるようにベースプレ
ートとベース絶縁シートとの間に配置されかつ構成された押圧体を有している。前記押圧
領域はそれぞれ接触絶縁シートの第１と第２の切欠きを取囲む。押圧領域は絶縁領域と第
２のオーバラップ領域を形成する。
【０００９】
　押圧体は押圧領域の外側の環境に対し導体路の切欠き及び特に電気的な接点の良好なシ
ールを行なう。絶縁領域においては絶縁領域のメアンダ状の延在は押圧領域への粒子の侵
入を困難にする。これは簡単にかつ効果的に電気的な接点に対する伝導支持体の、ほぼ粒
子密な接触に寄与する。当該装置の別の有利な構成ではベースプレートは押圧体の領域に
切欠きを有している。押圧体はベースプレートの切欠き内に配置されかつこの切欠きから
突出している。これは簡単に押圧体の正確な固定及び／又は位置決めに寄与する。
【００１０】
　当該装置の別の有利な構成では押圧体は２つの円筒形の部分体を有している。円筒形の
部分体の縁部は伝導支持体を押圧し、押圧領域を規定する。円筒状の部分体の縁部は押圧
領域の簡単な構成に寄与する。
【００１１】
　当該装置の別の有利な構成においては押圧体は第１と第２の鉢形の部分体を有している
。鉢形の部分体の鉢底は押圧体の安定性に寄与する。
【００１２】
　当該装置の別の有利な構成においては押圧体は一体に構成されている。これは押圧体の
簡単な取付けに寄与する。
【００１３】
　以下、本発明を概略的な図に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施例の伝導支持体を有する本発明の装置の分解図。
【図２】第１実施例の伝導支持体を有する本発明の装置の第２の分解図。
【図３】図１の伝導支持体の断面図。
【図４】伝導支持体の第２実施例を示した図。
【００１５】
　構成又は機能が同じエレメントは図面を通して同じ符号で示されている。
【００１６】
　装置（図１）は伝導支持体２を有している。伝導支持体２は第１の導体路４と第２の導
体路６とを有している。導体路４，６は有利には銅を有している。導体路は接触絶縁シー
ト３とベース絶縁シート５（図２）との間に配置されている。両方の絶縁シートの間に導
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体路が埋設されていない絶縁領域１２においては、第１の導体路４を第２の導体路６から
絶縁分離している。
【００１７】
　接触絶縁シートは第１と第２の切欠き８，１０を有している。切欠きはそれぞれ伝導支
持体と第１のオーバラップ領域を形成している。これによって導体路は接触絶縁シートの
切欠きの領域で接触させられることができる。絶縁領域１２は少なくとも接触絶縁シート
３の切欠きの間にメアンダ形の経過を有している。
【００１８】
　さらに当該装置はベースプレート１６を有している。ベースプレート１６は有利には切
欠き１８を有している。切欠き１８内には押圧体２０が配置されている。押圧体２０は例
えば２つの円筒状の部分体を有していることができる。しかし、有利には押圧体２０は第
１と第２の鉢形の部分体２２，２４を有している。さらに押圧体は第１の鉢形の部分体２
２の縁２３と第２の鉢形の部分体２４の縁２５とを有している。有利には第１の鉢形の部
分体２２の縁２３と第２の鉢形の部分体２４の縁２５とは一緒に分離ウェブ２６を形成し
ている。択一的な構成では押圧体２０は別の構成を有していることもできる。しかし、重
要であることは接触絶縁シート３の切欠きと接触プレート３０の接点とが相互にかつ環境
に対しシールされるために押圧体２０が寄与することである。押圧体２０は有利には弾性
的な材料、例えば硬質ゴムを有している。
【００１９】
　さらに当該装置は有利には接触プレート３０を有している。この接触プレート３０は少
なくとも２つの切欠きを有し、該切欠き内には第１の電気的な接点３２と第２の電気的な
接点３４とが配置されている。電気的な接点からは電気的な導体が分岐することができる
。
【００２０】
　接触絶縁シート３とベース絶縁シート５と伝導支持体２とは有利には伝導支持体２がき
わめてフレキシブルであるように構成されている。
【００２１】
　接触プレート３０の電気的な接点に伝導支持体２を接触させるためには伝導支持体２は
、接触シート３の第１の切欠き８の領域における第２の導体路６が接触プレート３０の第
１の電気的な接点３２と連結され、接触シート３の第２の切欠き１０の領域における第１
の導体路４が接触プレート３０の第２の電気的な接点３４と直接的に連結されるように接
触プレート３０の上に配置される。第２の導体路６は例えばレーザで第１の電気的な接点
３２と、第１の導体路４は第２の電気的な接点３４と溶接される。
【００２２】
　次いでベースプレート１６は押圧体２０で伝導支持体２と接触プレート３０に押付けら
れ、押圧体２０の分離ウェブ２６がメアンダ形の絶縁領域１２と第２のオーバラップ領域
を形成するように固定される。さらに伝導支持体２は、接触シート３が直接的に接触プレ
ート３０の表面と連結される押圧領域が形成されるようにベースプレート３０に押付けら
れる。押圧領域は接触シート３の切欠きを押圧領域が互いにかつ環境に対し分離するよう
に構成されている。したがって当該装置が媒体、例えば油に配置されているときに、媒体
内にある粒子が押圧領域に侵入し、そこで電気的な接点に対する短絡を惹起することがな
くなる。
【００２３】
　絶縁領域１２にて導体路がないことに基づき絶縁領域は導体路が存在する領域に対しわ
ずかにしか隆起しない。これによって絶縁領域１２と分離ウェブ２６との間の第２のオー
バラップ領域には通常は粒子が押圧領域に侵入できる中間室は発生しない。絶縁領域１２
のメアンダ形状の経過はしかしながら粒子の侵入を困難にする。何故ならば押圧領域に達
するためには有利にはメアンダ形状の複数のメアンダ通路を克服しなければならないから
である。
【００２４】
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　粒子がどのように困難に又は容易に侵入できるかについての尺度は、メアンダ状の絶縁
領域１２の寸法に対する押圧体２０の鉢形の部分体の縁の寸法によってあらかじめ規定さ
れる。例えばメアンダ形状の絶縁領域１２が延在する面の幅の半分である幅を縁部が有し
ていると、粒子はほぼ直線的に絶縁領域１２と押圧体２０との間を通過できる。これとは
反対に縁がメアンダ形状の絶縁領域１２が延在する面の幅より幅が広いかかつ／又はメア
ンダ形状の絶縁領域１２が細かいかかつ／又はきわめてもつれていると、粒子は複数の変
向部を通過しなければ押圧領域に侵入できず、侵入の事態は強く減じられる。従って縁部
は有利には、媒体からの粒子がメアンダ形状の絶縁領域の少なくとも１つの変向部を克服
しなければ押圧領域によって取囲まれた領域に侵入できないよう寸法設定されている。
【００２５】
　択一的な実施形態では伝導支持体２は任意に多数の導体路を有していることができる。
例えば伝導支持体２は７つの導体路を有している（図４）。この場合には各別の導体路の
ために別の切欠きが接触絶縁シート３に設けられている。さらに接触プレート３０はそれ
ぞれ別の導体路のために別の電気的な接点を有している。この場合には押圧体２０も接触
絶縁シート３の別の切欠きと接触プレート３０の別の接点とが互いにかつ環境に対し粒子
密にシールされている。
【００２６】
　本発明は記載した実施例に限定されるものではない。例えば押圧体２０は多部分に構成
されていることができる。押圧体の第１と第２の鉢形の部分体２２，２４は単に円筒形に
構成されていることができる。導体路は択一的に又は付加的に銅とは別の材料を有するこ
とができる。さらに伝導支持体２は絶縁シートと導体路とが交互に配置される複数の層を
有することができる。
【符号の説明】
【００２７】
　２　伝導支持体
　３　接触絶縁シート
　４　導体路
　５　ベース絶縁シート
　６　導体路
　８　切欠き
　１０　切欠き
　１２　絶縁領域
　１６　ベースプレート
　１８　切欠き
　２０　押圧体
　２２　部分体
　２３　縁
　２４　部分体
　２５　縁
　２６　分離ウェブ
　３０　接触プレート
　３２　接点
　３４　接点
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